
 

 

経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学校で必要な経費の一部を援助しています。 

１ 対象となる方                                            

加西市内に住所を有し、現に居住している保護者で（１）～（４）のいずれかに該当する方 

（１）生活保護を受けている方 

（２）児童扶養手当(ひとり親家庭に対する手当)の支給を受けている方 

（３）世帯の前年（令和 7年 1月～12月）の総所得の合計が下表の基準額以下である方 

世帯構成
人員 

２人 ３人 ４人 ５人 ６人 

総 所 得 1,956,000 円 2,485,000 円 2,895,000 円 3,091,000 円 3,526,000 円 

※世帯構成人員が７人以上の場合は、１人増すごとに 400,000円追加。 

※平成 19年 4月 1日以前に生まれた方全員の所得を合算します。 

※身赴任等で別居の保護者がいる場合は、その世帯の所得も合算します。 

（４）その他、主たる生計者の死亡など特別な事情のある方（事前に学校教育課へご相談ください。） 

２ 援助の内容 

（単位：円 金額は年額）  

校種・学年 
 

 

援助費目 

 
生活保護 
受給中の方 

小  学  校 中 学 校 小学校 中学校 

入学前 １年 ２～5年 ６年 入学前 １年 ２年 ３年 ６年 ３年 

学 用 品 費 

通 学 用 品 費 
 11,630 13,900  22,730 25,000   

新 入 学 用 品 費  
※① 

64,300    
※① 

81,000     

新入学用品準備金 
※① 

64,300    
※① 

81,000      

体 育 実 技 用 具 費      実費     

卒業ア ルバ ム代等    実費    実費   

修 学 旅 行 費    実費    実費 実費 実費 

校 外 活 動 費  1,600 以下  2,310 以下   

校 外 活 動 費 

( 宿 泊 あ り ) 
 実費  実費   

オンライン学習通信費  15,000（世帯ごと）  15,000（世帯ごと）   

学 校 給 食 費  市外就学者のみ実費※②  市外就学者のみ実費※②   

※①入学前に「新入学用品準備金」の支給を受けた方は、入学後に「新入学用品費」の支給を受けることは

できません。ただし、それ以外の費目は支給できますので、再度申請してください。 

※②加西市は学校給食が無償のため、加西市立学校に通う家庭については給食費の援助はありません。 

 

３ 申請の流れ                                               

（１）申 請 

＜窓 口 申 請＞ 

右ページの申請書を切り取り、必要事項を記入して、お子様が在籍する学校または学校教育課へ提出して 

ください。複数のお子さまがいらっしゃる方も申請書は 1部のみです。 

＜オンライン申請＞ 

下記URL または右のQR コードより申請してください。 

https://logoform.jp/form/5qiW/1442788 

■受付期間  令和 8年５月 8日（金）～ 令和8年５月 22日（金）（期限厳守） 
 

（２）審 査（～7月） 

※所得の確認ができない場合、所得の申告を依頼することがあります。申請前に必ず確定申告または市県民

税の申告をお済ませください。（被扶養者の方や収入のない方も必ず申告が必要です。） 

※以下のいずれかに該当する場合は、別途、添付書類を提出してください。（対象の方へは、ご連絡します。） 

単身赴任等で別居の保護者がいる方 

住民票謄本 別居の保護者世帯にかかる世帯全員の住民票 

令和 8 年度所得・課税証明書(令和 7 年分所得) 
別居の保護者世帯で平成 19 年 4 月 1 日

以前に生まれた方全員分 
 

令和 8年 1月 2日以降に加西市に転入された方 

令和 8 年度所得・課税証明書(令和 7 年分所得) 
世帯で平成 19年 4 月 1日以前に生まれた

方全員分 

 

（３）認定通知 

８月上旬頃（予定）までに審査の結果をお知らせします。 

４ 注意事項                                                

（１）受付期間中の申請は 4 月 1 日にさかのぼり認定されます。受付期間を過ぎて申請されると、申請日以降の

認定になり、援助金の一部が支給されません。受付期間内に申請された場合でも、教育委員会で所得の確

認ができない場合や書類不備等の場合は、4月 1日にさかのぼって認定されないことがあります。 

（２）就学援助は、毎年度申請が必要です。自動継続しませんのでご注意ください。 

（３）「就学援助」制度とは別に、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害に該当する通常学級の児童生

徒の保護者を対象に「特別支援教育就学奨励費」制度があります。就学援助と特別支援教育就学奨励費

は同時に受けることはできません。（就学援助の方が手厚い内容です）就学援助の対象とならない方で、通

常学級に在籍し、障害者手帳等をお持ちの方で特別支援教育就学奨励費の申請を希望する場合は、学校

教育課までご相談ください。 

５ 問合先                                              

加西市教育委員会 学校教育課（市役所６階 南側 ③番窓口） 

TEL：0790-42-8772  FAX：0790-43-1803  E-mail：gakko@city.kasai.lg.jp 

  

令和８年度 就学援助のお知らせ 

 

https://logoform.jp/form/5qiW/1442788

